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(57)【要約】
【課題】　バーナーランスを使用して粉状精錬剤を加熱
し、加熱した精錬剤を上吹きして溶銑を酸化精錬するに
あたり、溶銑への着熱効率を高めると同時に、添加する
精錬剤の反応効率を高める。
【解決手段】　精錬剤供給路と、燃料供給路と、燃焼用
ガス供給路と、を有する第１の上吹きランス１を用い、
該上吹きランスの先端下方に火炎を形成させながら、精
錬剤供給路から酸化鉄、石灰系媒溶剤、可燃性物質のう
ちの１種以上を不活性ガスとともに混銑車内の溶銑に供
給して、該溶銑を予備脱燐処理し、次いで、該溶銑を転
炉に装入し、精錬用酸素ガス供給路と、燃料供給路と、
を有する第２のランスを用い、燃料供給路から供給する
燃料で火炎を形成させながら、精錬用酸素ガス供給路か
ら酸素ガスとともに粉状媒溶剤を供給して転炉内の溶銑
を脱炭精錬して溶鋼を製造する。
【選択図】　　　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　粉状精錬剤供給流路と、燃料供給流路と、燃料を燃焼する燃焼用酸化性ガス供給流路と
、を有する第１の上吹きランスを用い、
　前記燃料供給流路から燃料を供給すると同時に前記燃焼用酸化性ガス供給流路から酸化
性ガスを供給して前記第１の上吹きランスの先端下方に火炎を形成させながら、前記粉状
精錬剤供給流路から、酸化鉄、石灰系媒溶剤、可燃性物質のうちの１種以上を不活性ガス
とともに混銑車内の溶銑浴面に向けて供給して、混銑車内の溶銑を予備脱燐処理し、
　次いで、得られた予備脱燐処理後の溶銑を転炉に装入し、
　脱炭精錬用酸素ガス供給流路と、燃料供給流路と、を有する第２の上吹きランスを用い
、
　前記燃料供給流路から燃料を供給すると同時に前記脱炭精錬用酸素ガス供給流路から酸
素ガスを供給し、脱炭精錬用酸素ガス供給流路から供給される酸素ガスの一部で前記燃料
を燃焼させて前記第２の上吹きランスの先端下方に火炎を形成させながら、前記脱炭精錬
用酸素ガス供給流路から粉状の媒溶剤を酸素ガスとともに転炉内の溶銑浴面に向けて供給
して、転炉内の溶銑を脱炭精錬し、
　かくして溶銑から溶鋼を製造することを特徴とする、溶鋼の製造方法。
【請求項２】
　前記可燃性物質を燃焼させるために必要な可燃性物質燃焼酸素量を測定し、この測定し
た可燃性物質燃焼酸素量に相当する前記酸化性ガス量分、前記酸化性ガスの供給量を増加
させることを特徴とする請求項１に記載の溶鋼の製造方法。
【請求項３】
　前記第１の上吹きランスは、その横断面構造において中心側から、前記粉状精錬剤供給
流路と前記燃料供給流路と前記燃焼用酸化性ガス供給流路と、更に、冷却水の給水及び排
水の２つの流路とから構成される５重管構造であることを特徴とする請求項１または請求
項２に記載の溶鋼の製造方法。
【請求項４】
　前記第２の上吹きランスは、その横断面構造において中心側から、前記脱炭精錬用酸素
ガス供給流路と前記燃料供給流路と、更に、冷却水の給水及び排水の２つの流路とから構
成される４重管構造であることを特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれか１つに記
載の溶鋼の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高炉から出銑された溶銑を混銑車内で予備脱燐処理し、次いで、この予備脱
燐処理を施した後の溶銑を転炉で脱炭精錬して、溶銑から溶鋼を製造する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　製鉄プロセスにおいてはＣＯ２排出量の削減が重要課題となっており、製鋼工程におい
ては、使用する鉄源として鉄スクラップなどの冷鉄源の配合比率を高めることが試みられ
ている。この試みがなされる理由は、鉄鋼製品の製造にあたり、高炉での溶銑の製造では
、鉄鉱石を還元し且つ溶融するための多大なエネルギーを要するのに対し、冷鉄源は溶解
熱のみを必要としており、製鋼工程で冷鉄源を利用した場合には、鉄鉱石の還元熱分のエ
ネルギー使用量を少なくすることができ、ＣＯ２発生量を大幅に削減することができるか
らである。
【０００３】
　しかしながら、高炉－転炉の組み合わせによる溶鋼製造プロセスにおいては、冷鉄源の
溶解熱源は溶銑の有する顕熱、及び、溶銑中の炭素及び珪素の酸化による燃焼熱であり、
冷鉄源の溶解量には自ずと限界があることから、製鋼精錬工程において冷鉄源の配合比率
を拡大するべく、種々の手段が提案されている。
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【０００４】
　例えば、特許文献１には、溶銑を予備脱燐処理する際に、予備脱燐処理中の生成スラグ
中に炭素源を添加するとともに、スラグ中に酸素源を吹き込んで前記炭素源を燃焼させ、
この燃焼熱を溶銑に着熱させる方法が提案されている。
【０００５】
　特許文献２には、溶融鉄浴中に石炭、コークス、ピッチ、重質油などの炭素質物質を酸
素とともに吹き込んでガス化すると同時に、鉄スクラップを溶解精錬する方法であって、
中心部に炭素質物質の吹き込み用ノズルを有し、該ノズルの外側にガス化剤吹き込み用ノ
ズルと、ノズル中心軸がランス軸に対して外側に２０～６０°傾斜した炉内生成ガス２次
燃焼用の酸化剤吹き込み用ノズルとを有する上吹きランスを用い、炭素質物質のガス化を
行うと同時に、炉内生成ガスの２次燃焼を行わせつつ鉄スクラップを溶解精錬する方法が
提案されている。
【０００６】
　特許文献３には、溶銑を転炉で脱炭精錬するにあたり、酸素噴出用主孔と、該主孔から
噴出する酸素ガスの供給流路と独立し、且つ、燃料ガス、酸素ガス及び精錬用フラックス
を同時に噴出できるフラックス供給用副孔と、を有する上吹きランスを用い、前記酸素噴
出用主孔から噴出した酸素ガスの噴流を互いに分離した状態に保つとともに、該酸素ガス
噴流と独立して副孔先端で火炎を形成させ、該火炎中に精錬用フラックスを通過させて該
精錬用フラックスの滓化を促進させる転炉脱炭精錬方法が提案されている。
【０００７】
　特許文献４には、酸素源を供給して溶銑を予備脱燐処理する際に、珪素含有量が０．２
質量％以下の溶銑を用い、当該溶銑の浴面に向かって、加熱または加熱・溶融したＣａＯ
を主体とする粉状の脱燐用媒溶剤を、気体酸素源とともに上吹きランスを介して吹き付け
て添加し、予備脱燐処理する方法が提案されている。
【０００８】
　また、特許文献５には、ＣａＯ、ＳｉＯ２及び酸化鉄を主成分とする粉粒状の脱燐用媒
溶剤を、上吹きランスの軸心部に配置した中心孔から酸素含有ガスを搬送用ガスとして溶
銑に吹き付けると同時に、前記中心孔の周囲に配置した第１の周囲孔から炭化水素系のガ
ス燃料または液体燃料の何れか１種類以上を供給して火炎を形成し、該火炎によって前記
脱燐用媒溶剤を加熱・溶融するとともに、前記第１の周囲孔の外側に配置した第２の周囲
孔から精錬用酸素含有ガスを溶銑に吹き付けて溶銑を予備脱燐処理する方法が提案されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平９－２０９１３号公報
【特許文献２】特開昭６０－６７６１０号公報
【特許文献３】特開平１１－８０８２５号公報
【特許文献４】特開２００５－３３６５８６号公報
【特許文献５】特開２００７－９２１５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、上記従来技術には、以下の問題点がある。
【００１１】
　即ち、特許文献１では、生成スラグ中に炭素源を添加することで、溶銑温度は上昇する
が、炭素源に含有される硫黄の溶銑中への混入を招き、鋼中の硫黄濃度が高くなる。また
、炭素源の燃焼時間を確保する必要があることから精錬時間が長くなり、生産性が低下し
て製造コストが上昇するという問題がある。
【００１２】
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　特許文献２では、２次燃焼熱を鉄浴に着熱させながら鉄スクラップを溶解しているが、
２次燃焼熱の鉄浴への着熱効率は低く、多くの２次燃焼熱を着熱させるべく２次燃焼率を
増加すると、精錬用炉体の耐火物の熱損傷が激しくなり、炉寿命の低下という問題が発生
する。
【００１３】
　特許文献３では、同心円形状に配置した５重管の上吹きランスを用いており、つまり、
中心部側から外部側に向かって、１．副孔酸素ガス及び精錬剤の流路、２．燃料ガスの流
路、３．主孔酸素ガスの流路、４．冷却水の流路、５．冷却水の流路で構成される上吹き
ランスを用いており、副孔酸素ガス及び精錬剤の流路と燃料ガスの流路とを、ランス先端
部で合流させ、燃焼火炎を形成させている。また、副孔酸素ガスと精錬剤とは、ランスの
上部で合流させるが、合流する前は精錬剤の搬送用ガスとしてＡｒガスなどの不活性ガス
を使用している。尚、冷却水の流路が２つ存在するのは、冷却水は循環しており、一方が
給水流路で他方が排水流路である。
【００１４】
　従って、副孔酸素ガス及び精錬剤の流路を通過する物質は、酸素ガス、Ａｒガスなどの
不活性ガス及び精錬剤となる。ここでの問題は、１つの流路を、酸素ガスと金属や炭素分
を含有する精錬剤（酸化鉄、鉄鉱石、製鉄所発生ダストなど）とが通過することである。
即ち、ランス内の前記流路を通過する際に、精錬剤と流路壁（通常は鋼製）との摩擦によ
って火花が発生したり、酸素ガスと精錬剤の一部とが反応したりして、流路内で発熱・燃
焼する虞があり、設備の安全管理上に問題がある。また、このランスを用いて脱炭精錬を
行う場合には、ランスの軸心位置に設置される副孔酸素ガス及び精錬剤を吹き込むための
ノズル孔に地金の飛び込みが発生する虞があり、操業の妨げになるという問題がある。
【００１５】
　特許文献４～５は、バーナーランスの燃焼熱を利用して溶銑を精錬しており、使用する
バーナーランスは、特許文献４では４重管構造、特許文献５では５重管構造であり、何れ
の方法も、酸素ガスを搬送用ガスとして粉体の精錬剤を供給すると同時に、この精錬剤を
バーナー火炎で加熱している。しかし、何れの方法も精錬剤への加熱効率及び耐火物への
影響に関して最適化されているとは言いがたい。
【００１６】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、溶銑を混銑車で
予備脱燐処理し、次いで、この溶銑を転炉に装入して脱炭精錬を行い、かくして溶銑から
溶鋼を製造するにあたり、上吹きランスの流路内での発熱・燃焼を危惧することなく、着
熱効率及び生産性に優れ、鉄スクラップなどの冷鉄源の配合比率を高めることができ、且
つ、炉体耐火物の損傷を抑制することのできる、溶鋼の製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記課題を解決するための本発明の要旨は以下のとおりである。
（１）粉状精錬剤供給流路と、燃料供給流路と、燃料を燃焼する燃焼用酸化性ガス供給流
路と、を有する第１の上吹きランスを用い、前記燃料供給流路から燃料を供給すると同時
に前記燃焼用酸化性ガス供給流路から酸化性ガスを供給して前記第１の上吹きランスの先
端下方に火炎を形成させながら、前記粉状精錬剤供給流路から、酸化鉄、石灰系媒溶剤、
可燃性物質のうちの１種以上を不活性ガスとともに混銑車内の溶銑浴面に向けて供給して
、混銑車内の溶銑を予備脱燐処理し、次いで、得られた予備脱燐処理後の溶銑を転炉に装
入し、脱炭精錬用酸素ガス供給流路と、燃料供給流路と、を有する第２の上吹きランスを
用い、前記燃料供給流路から燃料を供給すると同時に前記脱炭精錬用酸素ガス供給流路か
ら酸素ガスを供給し、脱炭精錬用酸素ガス供給流路から供給される酸素ガスの一部で前記
燃料を燃焼させて前記第２の上吹きランスの先端下方に火炎を形成させながら、前記脱炭
精錬用酸素ガス供給流路から粉状の媒溶剤を酸素ガスとともに転炉内の溶銑浴面に向けて
供給して、転炉内の溶銑を脱炭精錬し、かくして溶銑から溶鋼を製造することを特徴とす
る、溶鋼の製造方法。
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（２）前記可燃性物質を燃焼させるために必要な可燃性物質燃焼酸素量を測定し、この測
定した可燃性物質燃焼酸素量に相当する前記酸化性ガス量分、前記酸化性ガスの供給量を
増加させることを特徴とする上記（１）に記載の溶鋼の製造方法。
（３）前記第１の上吹きランスは、その横断面構造において中心側から、前記粉状精錬剤
供給流路と前記燃料供給流路と前記燃焼用酸化性ガス供給流路と、更に、冷却水の給水及
び排水の２つの流路とから構成される５重管構造であることを特徴とする上記（１）また
は上記（２）に記載の溶鋼の製造方法。
（４）前記第２の上吹きランスは、その横断面構造において中心側から、前記脱炭精錬用
酸素ガス供給流路と前記燃料供給流路と、更に、冷却水の給水及び排水の２つの流路とか
ら構成される４重管構造であることを特徴とする上記（１）ないし上記（３）のいずれか
１つに記載の溶鋼の製造方法。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、混銑車における溶銑の予備脱燐処理において、上吹きランスから酸化
鉄、石灰系媒溶剤、可燃性物質のうちの１種以上からなる粉状精錬剤を混銑車内の溶銑浴
面に供給する際に、不活性ガスを搬送用ガスとして供給するので、粉状精錬剤が金属や炭
素分を含有していても、上吹きランスの流路内での粉状精錬剤の発熱・燃焼を未然に防止
することができる。また、予備脱燐処理及び転炉脱炭精錬において、粉状精錬剤或いは粉
状媒溶剤を上吹きランスの先端下方に形成される火炎によって加熱しながら溶銑に添加す
るので、火炎の熱が粉状精錬剤或いは粉状媒溶剤を介して溶銑に着熱し、溶銑の熱余裕が
向上して溶銑の予備脱燐処理及び脱炭精錬において鉄スクラップなどの冷鉄源の配合比率
を高めることが実現される。また更に、燃料の燃焼熱が効率的に溶銑に着熱することから
反応容器に施工された耐火物への熱影響は少なく、当該耐火物の損傷を抑制することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明において混銑車内の溶銑を予備脱燐処理する際に用いる上吹きランスの概
略拡大縦断面図である。
【図２】本発明において転炉内の溶銑を脱炭精錬する際に用いる上吹きランスの概略拡大
縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明を具体的に説明する。
【００２１】
　本発明において使用する溶銑は、高炉で製造された溶銑であり、この溶銑を混銑車（「
トピードカー」とも呼ぶ）で受銑し、この混銑車内で溶銑に対して予備脱燐処理を実施す
る。混銑車は内部容積に対して炉口の開口部面積が狭く、保温容器として優れており、高
炉から出銑される溶銑を転炉に搬送するための容器として最適であり、しかも、混銑車内
で予備脱燐処理を実施することで、処理容器の移し替えを必要とせず、処理容器の移し替
えによる溶銑温度の降下を未然に防止することができる。尚、溶銑の予備脱燐処理は、溶
銑に酸素ガスや酸化鉄などの酸素源を供給し、この酸素源中の酸素で溶銑中の燐を酸化し
て燐酸化物（Ｐ２Ｏ５）を形成させ、この燐酸化物を石灰系媒溶剤の滓化によって生成す
るスラグ中に３ＣａＯ・Ｐ２Ｏ５（＝Ｃａ３(ＰＯ４)２）なる安定形態で固定することに
よって行われる。ここで、酸素ガスとは、工業用純酸素ガスであり、窒素ガスなどの不純
物を５体積％程度含有するガスも工業用純酸素ガスと定義する。
【００２２】
　但し、混銑車は保温性には優れているが、反応容器としては溶銑の攪拌・混合が良くな
いという問題のみならず、フリーボードが小さいことから酸素源の供給速度を大きくする
ことができないという問題がある。特に、小さいフリーボードで、上吹きランスから酸素
ガスを供給する場合には、予備脱燐処理時に生成するＣＯガスの２次燃焼に起因して、混
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銑車の炉口開口部近傍の耐火物の溶損が極めて激しくなる。
【００２３】
　従って、混銑車における予備脱燐処理は、従来、酸素源として主に酸化鉄を使用し、こ
の酸化鉄と石灰系媒溶剤とを、インジェクションランスを介して溶銑中に吹き込み添加し
て行う方法が採用されてきた。この場合、酸化鉄及び石灰系媒溶剤を搬送するガスは、溶
銑に対して攪拌用ガスとしても機能する。また、この搬送用ガスとして空気や酸素ガスを
使用したり、酸素ガスをインジェクションランスの別流路から溶銑中に吹き込んだりして
、空気や酸素ガスを供給することも行われてきた。当然ながら、空気は、酸素ガスを含有
していることから、酸素源として機能する。
【００２４】
　この予備脱燐処理方法において、溶銑の熱余裕を高めるべく、混銑車の炉口上方にバー
ナーを配置し、このバーナーで火炎を形成し、火炎で溶銑を直接加熱しても、火炎の有す
る熱の大半は大気に流出してしまい、溶銑への着熱効率は低い。本発明者らは、従来、イ
ンジェクションランスを介して溶銑中に吹き込み添加していた酸化鉄及び／または石灰系
媒溶剤、これらに代えてまたは加えて、更に可燃性物質を溶銑に上吹き添加し、これら３
つのうちの１種以上をバーナーランスの形成する火炎を通して当該バーナーランスから上
吹き添加することで、酸化鉄、石灰系媒溶剤及び／または可燃性物質に、火炎の熱が効率
良く伝達され、これにより、溶銑への着熱効率を向上させることができると考え、溶銑へ
の着熱効率の高いバーナーランスの設置を検討した。
【００２５】
　そこで、バーナーランスによる粉状精錬剤の加熱状況並びに燃焼排ガス温度の変化を調
査するために、内径１．０ｍ、高さ３．０ｍの縦型管状炉を用いて試験した。バーナーラ
ンスとしては、図１に示す上吹きランス１を使用した。
【００２６】
　使用した上吹きランス（第１の上吹きランス）１は、図１に示すように、円筒状のラン
ス本体２と、このランス本体２の下端に溶接などにより接続された銅鋳物製のランスチッ
プ３とで構成されており、ランス本体２は、最内管７、内管８、中管９、外管１０、最外
管１１の同心円形状の５種の鋼管、即ち５重管構造であることが好ましい。最内管７の内
部は、ランスチップ３のほぼ軸心位置に配置された粉状精錬剤噴射孔４と連通し、最内管
７と内管８との間隙は、粉状精錬剤噴射孔４の周囲に円環状のノズルまたは同心円上の複
数個のノズル孔として開口する燃料噴射孔５と連通し、内管８と中管９との間隙は、燃料
噴射孔５の周囲に円環状のノズルまたは同心円上の複数個のノズル孔として開口する燃焼
用酸化性ガス噴射孔６と連通している。粉状精錬剤噴射孔４は、粉状の精錬剤を搬送用ガ
スとともに吹き付けるためのノズル、燃料噴射孔５は、燃料を噴射するためのノズル、燃
焼用酸化性ガス噴射孔６は、燃料を燃焼する酸化性ガスを噴射するためのノズルである。
これらの粉状精錬剤噴射孔４と燃料噴射孔５と燃焼用酸化性ガス噴射孔６とが配設される
ランスチップ３の先端であり中心である先端中心部分は、その周りの先端部分から奥まっ
た位置（へこんだ位置）で各噴射孔が開口するように、周りの先端部分より窪んでいる。
【００２７】
　最内管７の内部が粉状精錬剤供給流路となり、最内管７と内管８との間隙が燃料供給流
路となり、内管８と中管９との間隙が燃焼用酸化性ガス供給流路となっている。つまり、
粉状の精錬剤が搬送用ガスとともに最内管７の内部を通り、プロパンガスや重油などの燃
料が最内管７と内管８との間隙を通り、燃料燃焼用酸化性ガスが内管８と中管９との間隙
を通っている。また、中管９と外管１０との間隙及び外管１０と最外管１１との間隙は、
冷却水の給水流路または排水流路となっている。中管９と外管１０との間隙及び外管１０
と最外管１１との間隙のうちの一方が給水流路で、他方が排水流路であり、どちらを給水
流路としても構わない。冷却水は、ランスチップ３の位置で反転するように構成されてい
る。尚、図１において、粉状精錬剤噴射孔４は、ストレート形状のノズルであるが、その
断面が縮小する部分と拡大する部分の２つの円錐体で構成されるラバールノズルの形状と
してもよい。
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【００２８】
　酸化鉄としては、焼結鉱粉、鉄鉱石粉、ミルスケールなどを使用することができる。石
灰系媒溶剤としては、生石灰（ＣａＯ）、石灰石（ＣａＣＯ3）、或いは、これらに、蛍
石（ＣａＦ2）またはアルミナ（Ａｌ2Ｏ3）を滓化促進剤として混合したものを使用する
ことができる。また、溶銑の脱炭精錬工程で生成する転炉スラグ（ＣａＯ－ＳｉＯ2系ス
ラグ）を石灰系媒溶剤の全部または一部として使用することもできる。可燃性物質として
は、金属Ｆｅを含む転炉排ガス回収ダスト（以下「ＯＧダスト」と呼ぶ）、炭素Ｃ成分を
含む高炉ダスト、コークス粉や廃プラスチックなどの可燃性の粉体を使用することができ
る。また、本発明における可燃性物質について、例えば、ＯＧダスト、高炉ダストには、
精錬剤として使用可能な酸化鉄が含まれており、精錬剤として使用可能な物質を含む可燃
性物質もまた、精錬剤として使用可能である。
【００２９】
　この上吹きランス１を縦型管状炉の上部に設置し、粉状精錬剤として鉄鉱石粉又はＯＧ
ダストを用い、鉄鉱石粉及びＯＧダストの吹き込み中におけるこれらの温度及び燃焼排ガ
スの温度を放射温度計及び熱電対を用いて測定した（実験１１及び実験１２）。また、比
較のために鉄鉱石粉、石灰系媒溶剤粉や可燃性物質などの粉状精錬剤を吹き込まずに、燃
料のみを供給する試験も行った（比較実験１１）。更には、ランスチップ３の先端中心部
分の表面とその周りの先端部分の表面とが面一になった、上吹きランス１における窪んだ
部分のない上吹きランスを用いて、実験１１及び実験１２と同様の条件で、鉄鉱石粉また
はＯＧダストを吹き込んだ（比較実験１２及び比較実験１３）。鉄鉱石粉及びＯＧダスト
の搬送用ガスとしては窒素ガスを使用した。実験条件を表１に、実験結果を表２に示す。
使用した鉄鉱石粉の粒度は０．１５～０．２ｍｍである。尚、使用した鉄鉱石の成分は、
Ｆｅ２Ｏ３：８０～８３質量％、ＣａＯ：１２～１５質量％、ＳｉＯ２：５質量％である
。ＯＧダストの成分は、Ｆｅ２Ｏ３：５０～５５質量％、ＦｅＯ：３０～３５質量％、金
属Ｆｅ：１５質量％である。
【００３０】
【表１】

【００３１】

【表２】

【００３２】
　表２に示すように、火炎を形成すると同時に粉状精錬剤を吹き込むことにより、火炎の
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熱が粉状精錬剤に伝達し、粉状精錬剤が高温に加熱され、その結果、燃焼排ガスの温度が
大幅に低下することを確認した。また、実験１２の結果から、ＯＧダストのような可燃性
物質を含む粉状精錬剤を用いた場合には、その可燃性物質に含まれる金属Ｆｅ，ＦｅＯが
火炎中で燃焼することによって排ガス温度の上昇を招くことなく、粉体が更に加熱される
ことも確認した。即ち、図１に示す上吹きランス１を使用することで、燃焼排ガスの温度
を過剰に上昇させずに、火炎の熱を溶銑に着熱させることが可能であることを確認した。
更には、比較実験１２，１３では、上吹きランスの先端形状を除き、同様の条件で粉状精
錬剤に着熱させた実験１１，１２と比べて、粉状精錬剤の温度が低下することを確認した
。この温度が低下する理由は、実験１１，１２に比べると、粉状精錬剤が上吹きランス１
の火炎中を確実に通過できなかったためと考えられる。
【００３３】
　本発明では、図１に示す上吹きランス１を使用して混銑車内の溶銑に予備脱燐処理を実
施する。具体的な予備脱燐処理方法は、以下のとおりである。
【００３４】
　即ち、混銑車の炉口上方に上吹きランス１を配置し、上吹きランス１の燃料噴射孔５か
ら、プロパンガス、天然ガス、コークス炉ガスなどのガス燃料、或いは、重油、灯油など
の炭化水素系の液体燃料を供給するとともに、燃焼用酸化性ガス噴射孔６から酸素ガスや
空気などの燃焼用酸化性ガスを供給して、上吹きランス１の下方に火炎を形成させると同
時に、上吹きランス１の粉状精錬剤噴射孔４から、粉状精錬剤として、焼結鉱粉、鉄鉱石
粉、ミルスケールなどの酸化鉄粉、石灰系媒溶剤、可燃性物質のうちの１種以上を窒素ガ
スや希ガスを搬送用ガスとして溶銑浴面に吹き付ける。この場合、燃料噴射孔５から供給
される燃料と、燃焼用酸化性ガス噴射孔６から供給される酸化性ガスとは、上吹きランス
半径方向の全方位で近接しているので、各々干渉し合い、雰囲気温度が高いこともあって
、点火装置がなくても燃焼限界範囲内にガス濃度が達した時点で燃焼し、上吹きランス１
の下方に火炎が形成される。
【００３５】
　上吹きランス１において、粉状精錬剤噴射孔４、燃料噴射孔５及び燃焼用酸化性ガス噴
射孔６が、上吹きランス１の先端部よりも、奥まった位置（へこんだ位置）で開口する理
由は、粉状精錬剤噴射孔４から供給される粉状精錬剤が、燃料噴射孔５から供給される燃
料によって形成される火炎の中を確実に通るようにするためであり、これにより、燃料の
燃焼熱を粉状精錬剤に効率良く着熱させる。また、可燃性物質を溶銑浴面に吹き付ける場
合には、この可燃性物質を火炎中で燃焼させて、溶銑へ熱を供給するための燃料として可
燃性物質を使用することもできる。前述の実験１１，１２と比較実験１２，１３との比較
と上記理由とからわかるように、ランスチップ３の先端中心部分の表面とその周りの先端
部分の表面とを面一にすると、粉状精錬剤が火炎の中を通過しない可能性が高くなるため
、粉状精錬剤への伝熱効率が悪化する可能性がある。
【００３６】
　また、同時に、混銑車内の溶銑にインジェクションランスを浸漬させ、該インジェクシ
ョンランスから溶銑に攪拌用ガスを吹き込んで溶銑を攪拌する。脱燐反応に必要な酸化鉄
及び石灰系媒溶剤や、可燃性物質が上吹きランス１からの供給のみでは不足する場合には
、インジェクションランスから酸化鉄粉、石灰系媒溶剤粉または可燃性物質粉を吹き込ん
でも構わない。また、上吹きランス１から酸化鉄粉、石灰系媒溶剤粉、可燃性物質粉のう
ちの１種のみを供給する場合には、インジェクションランスを介して、少なくとも、上吹
きランス１から供給されない酸化鉄粉、石灰系媒溶剤粉、可燃性物質粉の何れかを吹き込
み添加してもよい。インジェクションランスの搬送用ガスとしては、窒素ガスなどの不活
性ガス以外に、空気や酸素ガスを用いることができ、また更に、酸素ガスをインジェクシ
ョンランスの別流路から溶銑に吹き込んだりしても構わない。
【００３７】
　可燃性物質を溶銑中に吹き込み添加する場合には、この可燃性物質の添加の前に、可燃
性物質を燃焼させるために必要な可燃性物質燃焼酸素量を測定する。具体的には、公知の



(9) JP 2013-209737 A 2013.10.10

10

20

30

40

50

装置及び／または方法で、高炉ダストや転炉ダストなどを含む粉状精錬剤の組成物を分析
し、各組成物中の可燃性物質の化学当量分が燃焼するために必要な酸素量を算出して、添
加される可燃性物質の量に相当する酸素量を測定し、次いで、測定した可燃性物質燃焼酸
素量に相当する酸化性ガス量分の酸化性ガスの供給量を増加させる。または、使用する製
鉄所発生ダストの種類を予め決定しておけば、少なくとも、その種類の製鉄所発生ダスト
に含まれる可燃物質が燃焼するために必要な酸素量を決めておくこともでき、その必要な
酸素量分、酸化性ガスの供給量を増加させることも可能である。
【００３８】
　このようにして、可燃性物質燃焼酸素量に相当する酸化性ガス量分の酸化性ガスの供給
量を増加させることによって、より効率的に可燃性物質を燃焼させることができ、上吹き
ランスへ供給される酸化性ガスの供給量を、可燃性物質の酸化量、燃焼量を考慮した量と
することによって、可燃性物質の酸化熱及び燃焼熱を最大限に活用することができる。こ
のため、可燃性物質中の金属鉄及び炭素は、それぞれ酸化鉄と、ＣＯまたはＣＯ２とに容
易にかつ有効に酸化可能となる。これらの酸化反応は全て発熱反応であり、反応熱は、被
酸化物、反応生成物、加えて同時に供給されるＣａＯなどの石灰系媒溶剤の加熱に有効に
費やされ、溶銑の加熱と冷鉄源の溶解との促進に寄与する。更に、金属鉄の酸化により得
られた酸化鉄は、固体酸素の一部として溶銑中の脱燐反応に有効に作用する。
【００３９】
　このようにして溶銑を予備脱燐処理し、溶銑の燐濃度が目的とする値かそれ以下になっ
たなら、上吹きランス１及びインジェクションランスからの溶銑への全ての供給を停止し
て予備脱燐処理を終了する。予備脱燐処理後、混銑車内のスラグを排出し、その後、混銑
車を次工程の転炉に搬送する。
【００４０】
　混銑車内の溶銑をこのようにして予備脱燐処理することで、上吹きランス１から供給す
る酸化鉄粉、石灰系媒溶剤粉または可燃性物質に燃料の燃焼熱が伝達されることで、特に
、可燃性物質は自身が酸化することで加熱または加熱・溶融した酸化鉄粉または、石灰系
媒溶剤粉が溶銑に供給される結果、燃料燃焼熱の溶銑へ着熱効率が高くなり、溶銑の熱余
裕が向上する。従って、この熱余裕の向上に応じて、鉄スクラップなどの冷鉄源を溶銑に
配合することができる。冷鉄源の配合は、予備脱燐処理工程で行ってもよく、或いは、次
工程の転炉脱炭精錬工程で行ってもよい。勿論、双方の工程で行っても構わない。
【００４１】
　使用する冷鉄源としては、製鉄所で発生する鋳片及び鋼板のクロップ屑や市中屑などの
鉄スクラップ、磁力選別によってスラグから回収した地金、更には、冷銑、還元鉄などを
使用することができる。混銑車は、前述のように保温性に優れるため、転炉などでは溶解
に課題のある厚板材などのヘビースクラップが使用しやすいという特徴を有する。また、
混銑車における溶銑の予備脱燐処理では、脱燐用の酸素源として、酸化鉄を含む焼結鉱や
ダストなどを溶銑トン当たり３０ｋｇ程度使用することが一般的であり、多量の粉体をバ
ーナー発熱の伝熱媒体として有効利用できるという利点を有する。従って本発明により、
溶解時間を有するヘビースクラップを高い熱効率で溶解することが可能となる。
【００４２】
　転炉工場では、到着した溶銑を混銑車から転炉装入鍋に移し変え、必要に応じて転炉装
入鍋内の溶銑に脱硫処理を施した後、転炉装入鍋から転炉に溶銑を装入する。鉄源として
冷鉄源を配合する場合には、溶銑の装入前に冷鉄源を転炉に装入する。転炉では、上吹き
ランスから酸素ガスを供給して脱炭精錬を実施するが、本発明では、この脱炭精錬におい
ても、バーナーランスを使用し、溶銑及び溶鋼にバーナーランスによって形成する火炎の
熱を着熱させる。
【００４３】
　転炉での溶銑の脱炭精錬において、溶銑への着熱効率の高いバーナーランスを設置する
ことを目的として、実機転炉を用いた試験を実施した。試験に用いた転炉は、炉底に配置
した底吹き羽口から攪拌用ガスを吹き込むことのできる上底吹き転炉である。また、バー
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【００４４】
　使用した上吹きランス（第２の上吹きランス）２１は、図２に示すように、円筒状のラ
ンス本体２２と、このランス本体２２の下端に溶接などにより接続された銅鋳物製のラン
スチップ２３とで構成されており、ランス本体２２は、最内管２６、内管２７、中管２８
、外管２９の同心円形状の４種の鋼管、即ち４重管構造であることが好ましい。最内管２
６の内部は、ランスチップ２３の先端部中心に対して同一円周方向に等間隔で配置された
複数個の脱炭精錬用酸素ガス噴射孔２４と連通している。この脱炭精錬用酸素ガス噴射孔
２４は、噴射する酸素ガスを音速以上の流速で噴射させるために、その断面が、縮小する
部分（「絞り部」という）と拡大する部分（「スカート部」という）との２つの円錐体で
構成されるラバールノズルの形状を採っている。ラバールノズルにおいて、絞り部とスカ
ート部との境界の最も断面積の小さい部位をスロートと称している。一方、最内管２６と
内管２７との間隙は、脱炭精錬用酸素ガス噴射孔２４のスカート部で開口する燃料噴射孔
２５と連通している。脱炭精錬用酸素ガス噴射孔２４は、脱炭精錬用酸素ガスを噴射する
ためのノズルであり、燃料噴射孔２５は、燃料を噴射するためのノズルである。
【００４５】
　即ち、最内管２６の内部が脱炭精錬用酸素ガス供給流路となり、最内管２６と内管２７
との間隙が燃料供給流路となっている。また、脱炭精錬用酸素ガス供給流路である最内管
２６からは、生石灰粉、ドロマイト粉などの粉状の媒溶剤を、脱炭精錬用酸素ガスを搬送
用ガスとして吹き込むことができるように構成されている。媒溶剤は、酸化物、炭酸化物
、フッ化物、塩化物から成るので、可燃物を含有せず、酸素ガスを搬送用ガスとしても、
上吹きランス２１の流路内で発熱・燃焼することはない。
【００４６】
　このように、脱炭精錬用酸素ガスが粉状の媒溶剤とともに最内管２６の内部を通り、プ
ロパンガスや重油などの燃料が最内管２６と内管２７との間隙を通っている。また、内管
２７と中管２８との間隙及び中管２８と外管２９との間隙は、冷却水の給水流路または排
水流路となっている。内管２７と中管２８との間隙及び中管２８と外管２９との間隙のう
ちの一方が給水流路で、他方が排水流路であり、どちらを給水流路としても構わない。冷
却水は、ランスチップ２３の位置で反転するように構成されている。
【００４７】
　この上吹きランス２１を転炉の上部に設置し、粉状媒溶剤として生石灰粉と焼結鉱粉と
を用い、上吹きランス２１の下方に火炎を形成させながら溶銑の脱炭精錬を実施した（実
験２１）。また、比較のために粉状媒溶剤を吹き込まずに、燃料のみを供給する試験（こ
の場合、２０～５０ｍｍサイズの生石灰を上置き添加した）も行い、両者で、脱炭精錬終
了時の溶鋼温度及び溶鋼中燐濃度を比較した（比較実験２１）。実験２１の実験条件を表
３に、実験結果を表４に示す。使用した生石灰粉のサイズは０．１ｍｍ以下である。
【００４８】
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【表３】

【００４９】

【表４】

【００５０】
　表４に示すように、上吹きランス２１から生石灰粉と焼結鉱粉とを添加することにより
、脱炭精錬における脱燐効率が向上し、且つ、終点の溶鋼温度が高くなることが確認でき
た。つまり、溶鋼温度が高くなる分に相当する冷鉄源を配合できることが確認できた。
【００５１】
　従って、本発明では、図２に示す上吹きランス２１を使用して転炉内の溶銑を脱炭精錬
する。具体的な脱炭精錬方法は、以下のとおりである。
【００５２】
　即ち、転炉に溶銑を装入したなら、溶銑を収容した転炉に上吹きランス２１を挿入し、
転炉底部の底吹き羽口からＡｒガスなどを攪拌用ガスとして転炉内の溶銑に吹き込みなが
ら、上吹きランス２１の燃料噴射孔２５から、プロパンガス、天然ガス、コークス炉ガス
などのガス燃料、或いは、重油、灯油などの炭化水素系の液体燃料を供給すると同時に、
上吹きランス２１の脱炭精錬用酸素ガス噴射孔２４から粉状媒溶剤とともに酸素ガスを溶
銑浴面に吹き付ける。この場合、燃料噴射孔２５は、脱炭精錬用酸素ガス噴射孔２４のス
カート部に開口しているので、燃料噴射孔２５から供給される燃料は、脱炭精錬用酸素ガ
ス噴射孔２４から供給される酸素ガスと各々混合し合い、雰囲気温度が高いこともあって
、点火装置がなくても燃焼限界範囲内に燃料濃度が達した時点で燃焼し、上吹きランス２
１の下方に火炎が形成される。また、上吹きランス２１は、ランスチップ２３の軸心部に
ノズル孔が設けられていないので、脱炭精錬中の地金の飛び込みは起こらず、安定した操
業が可能となる。
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【００５３】
　脱炭精錬用酸素ガス噴射孔２４から供給される粉状の媒溶剤には、燃料噴射孔２５から
供給される燃料の燃焼熱が伝達され、加熱または加熱・溶融した粉状媒溶剤が溶銑に供給
される結果、燃料燃焼熱の溶銑への着熱効率が高くなり、溶銑の熱余裕が向上する。これ
により、冷鉄源の溶解が促進される。
【００５４】
　脱炭精錬用酸素ガス噴射孔２４から供給される酸素ガスと溶銑中の炭素とが反応して、
脱炭反応が進行する。脱炭反応が進行し、炭素濃度が目的とする値まで低下したなら、上
吹きランス２１からの鉄浴への全ての供給を停止して脱炭精錬を終了する。溶銑は脱炭精
錬されて溶鋼が製造される。添加した冷鉄源は脱炭精錬の期間中に溶解する。製造した溶
鋼は、取鍋に出鋼し、必要に応じてＲＨ真空脱ガス装置などで二次精錬を施した後、連続
鋳造機で鋳片に鋳造する。
【００５５】
　本発明で使用する脱炭精錬用の上吹きランス２１は、粉状媒溶剤の添加量、添加タイミ
ングを任意に調整できることを特徴とする。即ち、バーナー燃焼熱の伝熱媒体として粉状
の媒溶剤を脱炭精錬用酸素ガス噴射孔２４より供給しているが、燃焼熱の伝熱を優先して
粉状媒溶剤の添加量を増加すると媒溶剤が過剰となり、転炉内でのスラグ発生量の大幅増
加に繋がる。また、脱炭精錬中の脱炭酸素効率は、精錬初期から上昇して精錬中期で最大
となり、末期のＣ濃度の低下に伴って再び低下する。即ち、精錬初期には脱炭精錬用酸素
ガス噴射孔２４から供給される酸素ガスによってＦｅＯが生成するため、その時期にＣａ
Ｏを主体とする媒溶剤を添加することで、ＣａＯ－ＦｅｔＯ融体が形成され、媒溶剤の滓
化・溶融を促進することが可能となる（ここで、ＦｅｔＯとは、ＦｅＯやＦｅ２Ｏ３など
の鉄酸化物の総称である）。すなわち、ＦｅｔＯの生成速度に応じた媒溶剤の添加速度の
調節が重要である。
【００５６】
　また、図１に示す上吹きランス１のように、ランスチップ３の中心部に、粉体、燃料ガ
ス、燃焼用酸素ガスを噴射するためのノズル孔を配置すると、脱炭精錬では脱炭精錬用酸
素ガスの供給が必須であることから、ランスチップ３の中心部のバーナー孔周囲に脱炭用
酸素ガスの噴出孔を配置する必要がある。このような構成の上吹きランスを脱炭精錬に用
いた場合、粉状媒溶剤の供給停止の際には、脱炭精錬中に発生する飛散溶湯（スプラッシ
ュ、スピッテイング）の飛び込みを避けるために、多量の不活性ガスを粉状媒溶剤噴射孔
に供給する必要がある。その結果、バーナー燃焼温度が低下するとともに不活性ガスのコ
スト上昇が問題となる。この問題を解決するために、本発明では脱炭精錬用の上吹きラン
スとして図２に示す４重管構造の上吹きランス２１を開発した。４重管構造とすることで
、任意に粉状媒溶剤の停止が可能になるとともに、脱炭精錬用酸素ガス噴射孔２４からは
常に脱炭精錬用の酸素ガスが噴射しているので、ランスチップ２３のノズル孔への飛散溶
湯の飛び込みの懸念がない。
【００５７】
　上吹きランス２１から供給する粉状媒溶剤としては、石灰系媒溶剤（生石灰や石灰石）
、マンガン鉱石、ドロマイト、転炉スラグなどの粉体を使用することができる。また、こ
れらの副原料を全て上吹きランス２１から供給することは必要ではなく、これらのうちの
一部は、炉上ホッパーから上置き添加しても構わない。また更に、上吹きランス２１から
の供給と上置き添加とを併用してもよい。
【００５８】
　この転炉での脱炭精錬の場合も、鉄源として冷鉄源を使用することが好ましい。使用す
る冷鉄源は、予備脱燐処理で使用した冷鉄源と同類の冷鉄源を使用すればよい。転炉での
脱炭精錬において冷鉄源を鉄源として使用する場合には、冷鉄源を溶銑の装入の前に予め
装入する。尚、脱炭精錬工程における冷鉄源の溶解用熱源は、溶銑の顕熱と溶銑中の炭素
濃度に依存しており、従って、前工程の予備脱燐処理工程における冷鉄源の配合比率を高
く設定すると、この溶銑を使用した脱炭精錬工程では冷鉄源の配合比率を低く設定せざる
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合比率と脱炭精錬工程での配合比率との合計値が８質量％以上となるように、予備脱燐処
理工程での配合比率に応じて設定することが好ましい。冷鉄源の全体の配合比率が８質量
％未満では、生産性向上の効果が少ないのみならず、ＣＯ２発生量の削減効果が少ないか
らである。
【００５９】
　転炉内の溶銑をこのようにして脱炭精錬することで、上吹きランス２１から供給する粉
状媒溶剤に燃料の燃焼熱が伝達され、加熱または加熱・溶融した粉状媒溶剤が溶銑に供給
される結果、燃料燃焼熱の溶銑へ着熱効率が高くなり、溶銑の熱余裕が向上する。従って
、この熱余裕の向上に応じて、鉄スクラップなどの冷鉄源を溶銑に配合することが可能と
なる。
【００６０】
　以上説明したように、本発明によれば、混銑車における溶銑の予備脱燐処理において、
上吹きランスから酸化鉄、石灰系媒溶剤、可燃性物質のうちの１種以上からなる粉状精錬
剤を混銑車内の溶銑浴面に供給する際に、不活性ガスを搬送用ガスとして供給するので、
粉状精錬剤が金属や炭素分を含有していても、上吹きランスの流路内での粉状精錬剤の発
熱・燃焼を未然に防止することができる。また、予備脱燐処理及び転炉脱炭精錬において
、粉状精錬剤或いは粉状媒溶剤を上吹きランスの先端下方に形成される火炎によって加熱
しながら溶銑に添加するので、火炎の熱が粉状精錬剤或いは粉状媒溶剤を介して溶銑に着
熱し、溶銑の熱余裕が向上して溶銑の予備脱燐処理及び脱炭精錬において鉄スクラップな
どの冷鉄源の配合比率を高めることが実現される。また更に、燃料の燃焼熱が効率的に溶
銑に着熱することから反応容器に施工された耐火物への熱影響は少なく、当該耐火物の損
傷を抑制することができる。
【実施例】
【００６１】
　図１に示す上吹きランスを用いて、上吹きランス１から、燃料としてプロパンガスを供
給するとともに燃焼用酸化性ガスとして酸素ガスを供給して、上吹きランス１の下方に火
炎を形成しながら、上吹きランス１の粉状精錬剤噴射孔４から窒素ガスを搬送用ガスとし
て酸化鉄粉（焼結鉱粉）を吹き込み、且つ、インジェクションランスから空気を搬送用ガ
スとして酸化鉄粉及び生石灰粉を吹き込んで、混銑車内の溶銑に対して予備脱燐処理を実
施した（本発明例１）。なお、本発明例１における燃焼用酸化性ガスの流量は３０Ｎｍ３

／分とした。
【００６２】
　本発明例１の上吹きランス１に供給される酸化鉄粉に代えて、ＯＧダストを吹き込むこ
と以外は、本発明例１と同様にして溶銑の予備脱燐処理を実施した（本発明例２）。また
、本発明例２で用いたＯＧダストが燃焼するのに必要な可燃性物質燃焼酸素量を測定し、
この測定した可燃性物質燃焼酸素量分、酸化性ガスの供給量を増加させた以外は、本発明
例２と同様にして溶銑の予備脱燐処理を実施した（本発明例３）。本発明例３での燃焼用
酸化性ガスの流量は３５Ｎｍ３／分となった。
【００６３】
　また、比較のために、図１に示す上吹きランス１を用いたものの、上吹きランス１の粉
状精錬剤噴射孔４から粉体を吹き込まずに、プロパンガス及び酸素ガスを供給して火炎の
みを形成して予備脱燐処理を行った（比較例１）。本発明例１～３及び比較例１における
操業条件を表５に示す。
【００６４】
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【表５】

【００６５】
　本発明例１～３及び比較例１ともに５００チャージ実施した。それぞれ５００チャージ
の操業の平均値を表６に示す。
【００６６】

【表６】

【００６７】
　表６に示す本発明例１～３では、終点燐濃度と混銑車耐火物修理ピッチとの項目を比較
例１と比較すれば理解されるように、脱燐反応効率が向上して処理後の溶銑中燐濃度が低
下し、且つ、溶銑温度の降下が少ないことが確認された。また、混銑車耐火物の損傷も少
ないことが確認できた。本発明例２と本発明例３とを比較すると、本発明例３の方が処理
後の溶銑中の燐濃度が低くかつ溶銑温度の降下がより小さいことを確認できる。本発明例
３において、溶銑中の燐濃度が低くかつ溶銑温度の降下が小さい理由としては、本発明例
３では、本発明例２と比べて、可燃性物質燃焼酸素量分、酸化性ガスの供給量を増加させ
ているので、火炎中の可燃性物質の燃焼を十分に行うことにより、粉状精錬剤の溶融が促
進された結果であると予想される。
【００６８】
　更には、混銑車での予備脱燐処理と、転炉での脱炭精錬とを組み合わせた試験を実施し
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た。この試験では、熱余裕分を鉄スクラップの添加量で調整して溶銑及び溶鋼の温度推移
を同等に制御した。つまり、熱余裕分が大きいときには鉄スクラップの配合比率を高くし
た。試験は、基本的には、表５に示す条件で予備脱燐処理を行った（本発明例１１）。す
なわち、本発明例１１では、本発明例１における条件で予備脱燐処理を行い、次いで、表
３に示す操業条件で転炉脱炭精錬を実施した。本発明例１２では、本発明例３における条
件で予備脱燐処理を行い、次いで、表３に示す操業条件で転炉脱炭精錬を実施した。
【００６９】
　本発明例１１では、混銑車での予備脱燐処理及び転炉での脱炭精錬ともに上吹きランス
から供給する粉状精錬剤及び粉状媒溶剤をバーナーで加熱したことに対して、本発明と比
較するために、予備脱燐処理のみ粉状精錬剤を加熱し、脱炭精錬ではバーナー火炎のみを
行った以外は本発明例１１と同様に予備脱燐処理及び脱炭精錬を行った（比較例２）。予
備脱燐処理及び脱炭精錬ともにバーナー火炎のみを行った以外は本発明例１１と同様に予
備脱燐処理及び脱炭精錬を行った（比較例３）。上吹きランスを使用せずに予備脱燐処理
を行い且つバーナー火炎を形成させずに脱炭精錬を行った以外は本発明例１１と同様に予
備脱燐処理及び脱炭精錬を行った（比較例４）。本発明例１１及び本発明例１２と比較例
２～４の試験条件及び試験結果を表７に示す。これらの試験で使用した上吹きランスは、
予備脱燐処理では図１に示す上吹きランスと同一構造であり、転炉脱炭精錬では図２に示
す上吹きランスと同一構造である。
【００７０】
【表７】

【００７１】
　表７に示す本発明例１１及び本発明例１２と比較例２～４とを比較すると、上吹きラン
スを使用せずに予備脱燐処理を行い且つバーナー火炎を形成させずに脱炭精錬を行った比
較例４の基準に対して、本発明例１１及び本発明例１２では、鉄スクラップ増配合分及び
生石灰総削減量が大幅に向上している。混銑車での予備脱燐処理において、５重管構造の
バーナーランスを使用して粉状精錬剤を加熱することで、溶銑の熱余裕の拡大と、脱燐反
応効率向上による石灰系媒溶剤の削減とが得られた。更に、転炉脱炭精錬でバーナーラン
スを使用して粉状媒溶剤を加熱することで、熱余裕の拡大及び石灰系媒溶剤の削減の効果
がより一層大きくなることが確認できた。また、本発明例１１と本発明例１２とを比較す
ると、本発明例１２において粉状精錬剤に可燃性物質（ＯＧダスト）を用いることで、溶
銑の熱余裕が更に拡大し、精錬剤溶融の降下により脱燐反応効率が向上したことが確認で
きた。
【符号の説明】
【００７２】
　１　上吹きランス
　２　ランス本体
　３　ランスチップ
　４　粉状精錬剤噴射孔
　５　燃料噴射孔
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　６　燃焼用酸化性ガス噴射孔
　７　最内管
　８　内管
　９　中管
　１０　外管
　１１　最外管
　２１　上吹きランス
　２２　ランス本体
　２３　ランスチップ
　２４　脱炭精錬用酸素ガス噴射孔
　２５　燃料噴射孔
　２６　最内管
　２７　内管
　２８　中管
　２９　外管

【図１】 【図２】
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